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青

森

県

営

農

大

学

校

規

則

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（

入

校

検

定

料

及

び

入

校

料

の

納

入

時

期

等

）

（

入

校

検

定

料

及

び

入

校

料

の

納

入

時

期

等

）

第

十

条

略

第

十

条

略

２

略

２

略

３

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

大

学

等

に

お

け

る

修

学

の

（

新

設

）

支

援

に

関

す

る

法

律

（

令

和

元

年

法

律

第

八

号

）

第

五

条

第

一

項

の

申

請

書

及

び

書

類

を

提

出

し

て

い

る

者

に

係

る

入

校

料

は

、

知

事

が

定

め

る

日

ま

で

に

納

入

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

４

前

三

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

入

校

検

定

料

及

び

入

校

３

前

二

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

入

校

検

定

料

及

び

入

校

料

の

納

入

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

知

事

が

定

め

る

。

料

の

納

入

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

知

事

が

定

め

る

。

（

授

業

料

の

納

入

方

法

等

）

（

授

業

料

の

納

入

方

法

等

）

第

十

一

条

略

第

十

一

条

略

２

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

大

学

等

に

お

け

る

修

学

の

（

新

設

）

支

援

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

（

令

和

元

年

文

部

科

学

省

令

第

六

号

）

第

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

減

免

申

請

書

等

を

提

出

し

て

い

る

者

に

係

る

授

業

料

は

、

学

期

ご

と

の

授

業

料

と

し

て

知

事

が

定

め

る

額

を

知

事

が

定

め

る

日

ま

で

に

納

入

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

前

二

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

授

業

料

の

納

入

に

つ

い

２

前

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

授

業

料

の

納

入

に

つ

い

て

て

必

要

な

事

項

は

、

知

事

が

定

め

る

。

必

要

な

事

項

は

、

知

事

が

定

め

る

。

（

入

校

料

又

は

授

業

料

の

免

除

等

）

（

入

校

料

又

は

授

業

料

の

免

除

等

）

第

十

二

条

略

第

十

二

条

略
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改

正

後

改

正

前

第

十

三

条

大

学

等

に

お

け

る

修

学

の

支

援

に

関

す

る

法

律

第

第

十

三

条

大

学

等

に

お

け

る

修

学

の

支

援

に

関

す

る

法

律

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

確

認

の

求

め

、

同

法

第

四

条

第

（

令

和

元

年

法

律

第

八

号

）

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

一

項

の

規

定

に

よ

る

授

業

料

等

減

免

対

象

者

の

認

定

、

同

項

確

認

の

求

め

、

同

法

第

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

授

業

料

に

規

定

す

る

授

業

料

等

減

免

対

象

者

に

対

す

る

入

校

料

及

び

等

減

免

対

象

者

の

認

定

、

同

項

に

規

定

す

る

授

業

料

等

減

免

授

業

料

の

減

免

、

同

法

第

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

変

更

対

象

者

に

対

す

る

入

校

料

及

び

授

業

料

の

減

免

並

び

に

同

法

認

定

、

同

項

の

規

定

に

よ

る

減

免

並

び

に

同

法

第

十

条

第

一

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

授

業

料

等

減

免

対

象

者

の

項

の

規

定

に

よ

る

授

業

料

等

減

免

対

象

者

の

認

定

の

取

消

し

認

定

の

取

消

し

は

、

校

長

が

行

う

も

の

と

す

る

。

は

、

校

長

が

行

う

も

の

と

す

る

。

（

入

寮

許

可

等

）

（

入

寮

許

可

等

）

第

二

十

二

条

略

第

二

十

二

条

略

２

略

２

略

３

第

十

一

条

（

第

二

項

を

除

く

。
）
、

第

十

二

条

及

び

第

十

四

３

第

十

一

条

、

第

十

二

条

及

び

第

十

四

条

の

規

定

は

、

寮

使

条

の

規

定

は

、

寮

使

用

料

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

用

料

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

次

の

表

に

お

い

て

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

上

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

に

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

る

字

句

に

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

（

略

）

（

略

）

第

十

一

条

前

二

項

第

二

十

二

条

第

三

項

に

第

十

一

条

前

項

第

二

十

二

条

第

三

項

に

第

三

項

お

い

て

準

用

す

る

第

一

項

第

二

項

お

い

て

準

用

す

る

前

項

（

略

）

（

略

）

４

略

４

略
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改

正

後

改

正

前


